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自殺対策基本法制定

基本法改正の背景①
自殺対策基本法の改正

20
25

自殺総合対策大綱

地域自殺対策緊急
強化基金

地域における自殺
の基礎資料（詳細）

自殺対策強化月間

基金積み増し

大綱見直し

地域自殺対策強化
交付金（当初予算）

自殺対策推進業務が
厚労省に移管

地域自殺対策トップセミ
ナー（全都道府県で開催）

地域自殺対策計
画策定の手引

SNS等自殺防止
相談事業

大綱見直し

基金積み増し

JSCPを指定

「自殺対策体制
強化の法律」

大綱の見直し

自殺統計原票の
見直し

こども家庭庁
自殺対策室

こどもの自殺対策
緊急強化プラン

こどもの自殺の
多角的な要因分析

報告書



基本法改正の背景②

3
警察庁「令和６年中における自殺の状況」より引用



３
つ
の
レ
ベ
ル
の
有
機
的
連
動

社会制度のレベル

対人支援のレベル

地域連携のレベル
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堺市における取組は、

「改正法の理念」を
具体化するモデルです。

SNS相談の出口戦略

連携自治体協定も活用した
個別事案への「つなぎ支援」

若年層への危機介入

多職種チーム
（堺市こども自殺危機対応
支援チーム「SCSCIS
（サクシス）」）による
支援者支援

「地域における自殺対策力の向上」につながる
息の長い取組として、今年度８月から２つの事業を推進



自殺対策基本法の一部を改正する法律の概要

〇自殺対策基本法が平成18年に施行されて以降、我が国の自殺者の総数は減少傾向にあるが、近年、こどもの自殺者数は増加傾向が続いている。
令和６年の児童生徒の自殺者数は、529人で過去最多となった（平成30年以降、約43％増・最も数が少なかった平成５年と比べ約２．７倍）。
10代における死亡原因の第１位が「自殺」であるのは、G７で我が国だけである。

〇こうした極めて深刻な状況に対処するため、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置について定めるほか、デジタル技術を活用した施策の
展開、自殺リスク情報の迅速な把握、自殺を助長する情報・設備等対策、自殺未遂者等・自殺者の親族等への支援の強化について定める。

施行日 ： 令和７年12月1日（ただし、３（第17条第３項部分）、４、６は、令和8年4月1日）

改正の趣旨

１．基本理念の追加（第２条第６項・第７項）
〇自殺対策は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術、人工知能関連技術等の適切な活用を図りながら展開されるようにするとともに、自殺の防止
においては、インターネット等を通じて流通する自殺に関連する情報が及ぼす影響に関する適切な配慮のための取組の促進に特に留意する旨を明記

〇こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利利益の擁護が図られ、将来
にわたって健康で心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、こどもに係る自殺対策を社会全体で取り組むことを明記

２．こどもの自殺の防止等に係る国の責務の改正及び学校の責務の追加
〇こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施
されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進することを明記（第３条第２項）

〇学校について、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めることを明記（第５条）

３．基本的施策の拡充
〇自殺防止等の観点から、学校における精神保健に関する教育、心の健康の保持のための健康診断等の措置に関して規定（第17条第3項）
〇精神科医等の医療従事者に対する自殺の防止等に関する研修の機会の確保について規定（第18条）
〇自殺発生回避のための適切な対処に必要な情報が関係機関及び関係団体に迅速かつ適切に提供されるための措置について規定（第１９条第２項）
〇自殺の助長につながるような情報、物品、設備等について適切な管理、配慮等に関して注意を促すための措置について規定（第１９条第３項）
〇自殺未遂者等への継続的な支援を明記（第20条）、自殺者の親族等の支援について、その生活上の不安の緩和とともに、総合的な支援を規定（第21条）

４．協議会（第4章）
〇地方公共団体は、第19条（自殺発生回避のための体制の整備等）及び第20条（自殺未遂者等の支援）の施策でこどもに係るものを実施するに当たっては、
学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間団体等をもって構成する協議
会を置くことができることとし、協議会はこどもの自殺の防止等について情報交換及び必要な対処等の措置の協議を行うこととする旨を規定

５．状況の変化等を踏まえた検討（附則第２条）
〇自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況等を踏まえ、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする旨を規定

６．こども家庭庁の所掌事務の追加（改正法附則第３項）
〇こども家庭庁の所掌事務として、こどもに係る自殺対策を規定

改正の概要



• 自死遺児・遺族支援団体に対する活動支援【33億円の内数】

• 「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」（令和7年12月
改訂）の周知

• 自殺未遂者支援を含む自殺対策に関する調査研究等の体制強化
【6.0億円】

• 教育委員会による24時間子供SOS
ダイヤル、SNS等を活用した相談体
制の整備【88億円の内数】

• 法定協議会（※）の運営に係る
ガイドラインの作成

こどもの自殺対策推進パッケージ
こどもの自殺をめぐる深刻な状況に対処するため、こどもの自殺対策緊急強化プラン（令和5年6月）や改正自殺対策基本法（令和7年6月
公布）を踏まえ、関係省庁一丸となり、関連事業・支援策を総合的に推進していく必要
こどもの自殺対策の実施に様々な機関や団体が関わる中で、関係機関や団体の連携・協働により連動性を持って取り組まれるべき
施策を「こどもの自殺対策推進パッケージ」としてとりまとめ
地方自治体においては、特に下線部の施策を中心に取り組むことにより、自殺対策が地域を問わず着実に行われるよう底上げを図る

令和7年9月11日
令和8年1月更新

こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議

• こどもの自殺の実態解明及び分析に当たっての課題把握【0.2億円】

• こども・若者の自殺危機対応
チームによる支援者支援の推進
【39億円の内数】

• 地域ネットワーク構築によるこども支援
【7.7億円（R7補正）】（再掲）

❺ 要因分析・関係省庁の連携等
※ は改正自殺対策基本法を受けて今後実施・検討する事項
※ 【 】は令和8年度予算額及び令和7年度補正予算額

改

《こども家庭庁》

《こども家庭庁》

《厚生労働省》

《厚生労働省》

《こども家庭庁》 《文部科学省》

《厚生労働省》

（※）令和8年度から地方公共団体は
協議会の設置が可能

《文部科学省》

❶ 教育や普及啓発等 ❷ リスクの早期発見・対応 ❸ 危機介入 ❹ 見守り・支援

• 中高生を対象とした自殺対策
に関する広報啓発【0.4億円】

• SOSの出し方に関する教育・
自殺予防教育の促進 《文部科学省》

• 学校における精神保健に関する
知識の向上

• 「心の健康」に関する指導の
着実な実施、啓発資料の周知

• 地方自治体によるゲートキーパー
養成研修の実施支援

【33億円の内数】 《厚生労働省》

《文部科学省》

《文部科学省》

改

《こども家庭庁》

• こどもの成長を見守るためのデータ
連携基盤構築に向けた調査研究
【0.8億円（R7補正）】

• 学校における心の健康保持のた
めの健康診断等の措置

• スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカーの配置充実
【88億円】

• 1人1台端末等を活用した「心の
健康観察」の推進 《文部科学省》

《文部科学省》

《文部科学省》

改

• 医療及び学校現場と連携した
教職員向けガイドラインの作成
及び広報等【0.1億円】 《文部科学省》

改

《こども家庭庁》

• 地域ネットワーク構築によるこども
支援【7.7億円（R7補正）】 《こども家庭庁》

改

• 年末年始等における孤独・孤立相談
事業【3.9億円の内数（R7補正） 】

• 地方自治体及び民間団体によるSNS
相談体制の強化、こころの健康相談
統一ダイヤルにおけるフリーダイヤルの
導入等【33億円の内数】

【21億円の内数（R7補正）】
《厚生労働省》

《内閣府》
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情報の共有を

「法律上の事務」とし、

実効性の高い支援網の構築へ。

１．検知 ２．共有 ３．介入 ４．継続

法 第13条の２ 法 第16条

SNS相談で
堺市の市民を把握

法定協議会の枠組み
により情報共有

「危機対応チーム」による
直接支援者への支援

「かつ継続的」に
生活再建を伴走支援
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広く、知らせる対策
（ポピュレーション・アプロ―チ）

情報を繋ぎ、実務で救う対策
（戦略的なアプローチ）

「意識」を測るフェーズから

「実行」を支えるフェーズへ

これまでのフェーズ
これから（第４次計画）

のフェーズ

主な評価指標（例）
「相談窓口を

知っていますか？」

新しい評価指標（例）
「リスク検知から介入まで
どれだけかかったか？」

＋
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